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「
イ
ラ
ソ
ン
」
と
の
皮
肉
を
連
発

　

ジ
ャ
ノ
ー
長
官
が
テ
メ
ル

大
統
領
へ
の
起
訴
状
を
提
出

し
た
事
に
対
し
、
テ
メ
ル
大

統
領
が
「
作
り
話
だ
」
と
反

論
し
た
の
と
同
じ
２
７
日

に
、
ジ
ャ
ノ
ー
長
官
に
最
も

近
い
立
場
の
ジ
ー
ノ
高
等
検

察
官
が
、
後
継
候
補
と
し
て

最
多
の
支
持
を
得
た
意
味
は

小
さ
く
な
い
。

　

ジ
ョ
ゼ
・
カ
ヴ
ァ
ル
カ
ン

チ
全
国
連
邦
検
事
協
会
（
Ａ

Ｎ
Ｐ
Ｒ
）
会
長
は
、「
テ
メ

ル
大
統
領
は
リ
ス
ト
の
中
か

ら
後
任
を
選
ぶ
は
ず
」
と

語
っ
て
い
る
。

　

テ
メ
ル
大
統
領
は
２
位

で
、
ジ
ャ
ノ
ー
長
官
と
は

見
解
を
異
に
す
る
ラ
ケ
ル
・

ド
ッ
ジ
氏
か
、
得
票
３
位
の

穏
健
派
の
ボ
ン
サ
リ
ア
氏
か

の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
と
い
う

　

２
７
日
午
後
、
テ
メ
ル
大
統
領
は
２
６
日
に
連
邦
検
察
庁
が
提
出
し
た
起
訴
状

の
内
容
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
強
く
否
定
し
、
さ
ら
に
は
検
察
庁
が
元
検
察
員
か

ら
賄
賂
を
も
ら
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
ほ
の
め
か
し
ま
で
行
っ
て
、
物
議

を
か
も
し
た
。
２
８
日
付
伯
字
紙
が
報
じ
て
い
る
。

と
紹
介
し
、
同
氏
が
「
世
間

が
尊
敬
す
る
検
察
の
仕
事
を

や
め
、
検
察
庁
と
の
司
法
取

引
を
取
り
ま
と
め
た
会
社
に

入
っ
た
」
と
、
Ｊ
Ｂ
Ｓ
社
の

顧
問
弁
護
士
の
事
務
所
に
入

社
し
た
こ
と
を
公
表
し
た
。

　

大
統
領
は
さ
ら
に
、「
ミ

レ
ー
ル
氏
は
転
職
後
の
数
カ

月
で
何
百
万
レ
ア
ル
も
の
収

入
を
得
て
い
る
が
、
お
そ
ら

く
そ
の
金
は
ミ
レ
ー
ル
氏
ひ

と
り
だ
け
で
は
な
く
、
検
察

庁
に
も
行
っ
て
い
る
は
ず

だ
」
と
し
、
ジ
ョ
エ
ズ
レ
イ

氏
ら
に
破
格
の
報
酬
を
提
供

し
た
の
は
、
検
察
庁
が
収
賄

を
行
っ
た
故
で
あ
る
か
の
物

言
い
を
し
た
。

　

大
統
領
の
検
察
批
判
は
そ

れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
１
１

日
に
伯
国
に
戻
り
、
検
察
と

連
警
で
新
た
な
デ
ラ
ソ
ン
を

行
っ
た
ジ
ョ
エ
ズ
レ
イ
・
バ

チ
ス
タ
氏
を
、「
帽
子
な
ん

て
か
ぶ
っ
て
下
手
な
変
装
を

し
て
」
と
皮
肉
り
、「
彼
に

恩
赦
を
施
し
、
野
放
し
に
し

て
い
る
よ
う
な
人
た
ち
」
と

検
察
を
批
判
し
た
。
ま
た
、

　

本
頁
で
も
報
じ
て
い
る
よ

う
に
、
テ
メ
ル
大
統
領
と
検

察
庁
の
ジ
ャ
ノ
ー
長
官
と
対

立
が
深
ま
り
、
政
界
も
風
雲

急
を
告
げ
て
き
た
。
大
統
領

側
の
反
論
も
、「
な
ぜ
検
察

は
ジ
ョ
エ
ズ
レ
イ
氏
に
対
し

て
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
報
酬
を

約
束
し
た
の
か
」
と
い
う
国

検
察
が
「
異
常
な
し
」
と
判

断
し
た
、
３
月
７
日
の
ジ
ョ

エ
ズ
レ
イ
氏
と
の
会
話
の
録

音
に
関
し
て
も
、「
１
２
０

カ
所
も
編
集
点
が
あ
る
も
の

が
証
拠
に
使
わ
れ
た
」
と
の

持
論
を
曲
げ
な
か
っ
た
。

　

大
統
領
は
、
自
身
が
「
復

讐
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
」
と

し
、「
戦
争
（
ゲ
ー
ラ
）」
と

い
う
言
葉
ま
で
使
っ
て
、
戦

う
こ
と
を
宣
言
し
た
。

　

一
方
、
ジ
ャ
ノ
ー
長
官
は

こ
の
反
論
会
見
後
に
、「
証

拠
も
な
く
い
い
加
減
な
こ
と

を
言
っ
て
い
る
の
は
ど
ち
ら

だ
」
と
突
如
降
り
か
か
っ
た

検
察
庁
へ
の
疑
惑
に
不
快
感

を
示
し
、「
こ
ち
ら
は
た
く

さ
ん
の
証
拠
が
あ
る
か
ら
告

発
し
て
い
る
の
だ
」
と
言
い

返
し
た
。

　

今
回
の
テ
メ
ル
大
統
領
の

検
察
と
Ｊ
Ｂ
Ｓ
の
癒
着
を
示
唆

の
が
大
方
の
予
想
だ
。

　
「
女
性
初
の
連
邦
検
察
庁

長
官
を
選
ぶ
」
と
い
う
名
目

は
、
得
票
順
位
を
覆
し
、
２

位
の
ラ
ケ
ル
・
ド
ッ
ジ
氏
を

指
名
す
る
口
実
と
し
て
便
利

だ
と
見
る
声
も
あ
る
。

　

大
統
領
府
の
中
で
は
、
後

任
を
７
月
中
に
選
定
し
て
、

現
職
ジ
ャ
ノ
ー
長
官
へ
の
無

言
の
圧
力
と
す
る
べ
き
と
の

意
見
と
、
慎
重
さ
を
欠
く
行

動
に
出
る
べ
き
で
は
な
い
と

の
声
が
混
在
し
て
い
る
。

　

得
票
１
位
の
ジ
ー
ノ
高
等

検
察
官
は
、
選
挙
高
等
裁

判
所
（
Ｔ
Ｓ
Ｅ
）
の
副
検

察
官
も
務
め
て
お
り
、
先

日
Ｔ
Ｓ
Ｅ
で
否
決
さ
れ
た
、

２
０
１
４
年
選
挙
の
ジ
ウ
マ

／
テ
メ
ル
・
シ
ャ
ッ
パ
の
当

選
無
効
を
要
請
し
た
検
事
と

し
て
注
目
さ
れ
た
。
ジ
ー

ノ
氏
は
、
野
党
の
伯
国
共
産

位
の
マ
リ
オ
・
ル
イ
ス
・
ボ

ン
サ
リ
ア
氏
と
共
に
、
３
人

の
次
期
長
官
候
補
者
名
簿
に

載
り
、
後
任
を
指
名
す
る
テ

メ
ル
大
統
領
に
送
ら
れ
る
。

　

憲
法
規
定
上
、
大
統
領
は

３
５
歳
以
上
の
全
て
の
検
事

か
ら
検
察
庁
長
官
を
指
名
で

き
る
が
、２
０
０
３
年
以
降
、

候
補
者
名
簿
１
位
の
人
物
が

指
名
さ
れ
て
い
る
。

　

９
月
１
７
日
で
任
期
の
切

れ
る
ロ
ド
リ
ゴ
・
ジ
ャ
ノ
ー

連
邦
検
察
庁
（
Ｐ
Ｇ
Ｒ
）
長

官
の
後
任
と
し
て
、
誰
が
ふ

さ
わ
し
い
か
を
問
う
、
全
国

連
邦
検
事
協
会（
Ａ
Ｎ
Ｐ
Ｒ
）

主
催
の
投
票
が
２
７
日
に
行

わ
れ
、
ニ
コ
ラ
オ
・
ジ
ー
ノ

連
邦
高
等
検
察
官
が
最
多
と

な
る
６
２
１
票
を
集
め
た
と

２
８
日
付
伯
字
各
紙
が
報
じ

た
。

　

ジ
ー
ノ
氏
の
名
は
、
５
８

７
票
で
２
位
の
ラ
ケ
ル
・

ド
ッ
ジ
氏
、
５
６
４
票
で
３

ジ
ャ
ノ
ー
長
官
の
後
任
は
誰
か
？

歳
以
上
の
正
規
雇
用
増
加

大
統
領
は
２
位
の
候
補
指
名
か

党
（
Ｐ
Ｃ
ｄ
ｏ
Ｂ
）
所
属
で

マ
ラ
ニ
ョ
ン
州
知
事
の
フ
ラ

ヴ
ィ
オ
・
ジ
ー
ノ
氏
の
兄
だ
。

　

得
票
２
位
の
ラ
ケ
ル
・

ド
ッ
ジ
高
等
検
察
官
は
、
高

等
裁
判
所
（
Ｓ
Ｔ
Ｊ
）
犯
罪

部
門
で
活
躍
し
た
。
同
氏
は

２
０
０
９
年
、
メ
ン
サ
ロ
ン

事
件
の
一
環
で
あ
る
、「
パ

ン
ド
ラ
の
箱
」
作
戦
を
指
揮

し
た
実
績
が
あ
る
。

　

３
位
の
ボ
ン
サ
リ
ア
高
等

検
察
官
は
、
Ｓ
Ｔ
Ｊ
の
犯
罪

部
門
や
人
権
部
門
で
の
経
験

が
豊
富
で
、
昨
年
ま
で
、
刑

務
所
機
構
や
警
察
活
動
の
外

部
制
御
を
扱
う
部
局
を
統
括

し
て
い
た
。

　

テ
メ
ル
大
統
領
に
よ
る
Ｐ

Ｇ
Ｒ
長
官
の
後
任
指
名
は
期

日
が
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
指
名
さ
れ
た
後
任
候

補
は
、
上
院
で
査
問
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。

う
な
額
の
金
は
見
た
こ
と
も

な
い
」
と
否
定
し
た
。

　

以
後
、
テ
メ
ル
大
統
領
は

「
デ
ラ
ソ
ン（
報
奨
付
供
述
）」

を
「
イ
ラ
ソ
ン
（
違
法
の
証

拠
）」
と
何
度
も
揶
揄
し
、

自
分
へ
の
告
発
が
ど
れ
く
ら

い
、
で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
た
作

り
話
に
基
づ
く
も
の
か
を
語

り
続
け
た
。

　

さ
ら
に
テ
メ
ル
氏
は
、
ロ

ド
リ
ゴ
・
ジ
ャ
ノ
ー
長
官
の

名
前
を
伏
せ
た
ま
ま
、
あ
た

か
も
同
長
官
自
身
に
も
疑
惑

が
あ
る
か
の
よ
う
な
ほ
の
め

か
し
ま
で
行
っ
た
。

　

大
統
領
は
、
ラ
ヴ
ァ
・

ジ
ャ
ッ
ト
作
戦
担
当
の
元
検

察
庁
検
察
官
、
マ
ル
セ
ロ
・

ミ
レ
ー
ル
氏
の
名
を
出
し
、

「
セ
ニ
ョ
ー
ル
検
察
庁
が
全

幅
の
信
頼
を
置
く
人
物
だ
」

９月１７日で任期切れとなるロドリゴ・ジャ
ノー連邦検察庁長官（Elza Fiuza/ Agência 
Brasil）

２７日の釈明会見でのテメル大統領
（Lula Marques/AGPT）

ジ
ャ
ノ
ー
長
官
と
は
戦
争
状
態
に

反
論
は
、
従
来
の
支
持
派
こ

そ
「
毅
然
と
し
て
い
た
」
と

評
価
し
た
が
、
検
察
庁
へ
の

疑
惑
に
ま
で
言
及
し
た
物
言

い
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
を
は
じ

め
、批
判
的
な
声
も
目
立
つ
。

ま
た
、
民
主
社
会
党
（
Ｐ
Ｓ

Ｄ
Ｂ
）
の
連
立
離
脱
問
題
も

再
燃
し
て
い
る
。

民
の
疑
問
を
逆
手
に
取
っ
た

も
の
で
、
興
味
深
く
は
あ
っ

た
。
一
方
、
検
察
は
、
今
回

の
収
賄
疑
惑
だ
け
で
な
く
、

さ
ら
に
あ
と
２
件
で
の
起
訴

も
眼
中
に
入
れ
て
お
り
、
手

を
ゆ
る
め
る
様
子
も
な
い
。

テ
メ
ル
氏
が
引
き
続
く
告
発

に
持
ち
こ
た
え
る
か
も
見
も

の
だ
が
、
８
月
の
次
期
検
察

庁
長
官
指
名
で
ジ
ャ
ノ
ー
長

官
に
不
利
な
選
出
を
し
て
報

復
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
と
に
か
く
、
１
８
年
大

統
領
選
の
期
間
に
入
る
１
０

月
ま
で
目
が
離
せ
な
い
。

　
　
　
　
　

◎

　

聖
州
ソ
ロ
カ
バ
市
の
ジ
ョ

ゼ
・
ク
レ
ス
ポ
市
長
が
、ジ
ャ

ケ
リ
ー
ネ
・
バ
ル
セ
ロ
ス
・

コ
ウ
チ
ー
ニ
ョ
副
市
長
と
市

の
局
長
に
暴
力
行
為
を
働

き
、
告
発
さ
れ
た
。
暴
行
事

件
は
２
３
日
に
市
庁
舎
で
起

こ
っ
た
が
、
ジ
ャ
ケ
リ
ー
ネ

氏
の
母
親
が
２
５
日
に
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
で
暴
露
し
て
表

明
し
た
と
い
う
。
報
道
に

よ
る
と
、
市
長
が
暴
力
を
振

る
っ
た
の
は
、
自
分
の
事
務

所
の
職
員
に
規
定
を
下
回
る

低
学
歴
者
が
い
た
の
を
指
摘

さ
れ
て
、
怒
り
を
抑
え
ら
れ

な
く
な
っ
た
か
ら
と
か
。
市

民
の
反
応
や
い
か
に
。

　
　
　
　
　

◎

　

サ
ン
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
ド
・

カ
ン
ポ
市
で
５
月
末
、
酒

に
酔
っ
た
勢
い
で
集
合
住
宅

に
侵
入
し
、
障
害
者
の
自
転

車
に
手
を
か
け
た
１
７
歳
の

少
年
が
、
住
民
の
刺
青
師
に

捕
ま
り
、「
私
は
泥
棒
で
す
」

と
刺
青
を
入
れ
ら
れ
て
社
会

問
題
と
な
っ
た
が
、
こ
の
少

年
の
刺
青
除
去
が
２
２
日
に

始
ま
っ
た
。
当
初
は
貧
し
く

手
術
代
も
な
く
、
ネ
ッ
ト
で

募
金
が
募
ら
れ
た
が
、
同
市

の
病
院
が
無
料
で
施
術
。
手

術
は
１
０
回
か
か
り
、
来
年

３
月
に
完
了
の
予
定
だ
。

　

２
７
日
午
前
、
聖
市
中
央

部
の
フ
ァ
ヴ
ェ
ー
ラ
、
モ

イ
ー
ニ
ョ
で
軍
警
の
特
別
機

動
隊
（
Ｒ
Ｏ
Ｔ
Ａ
）
が
１
８

歳
の
青
年
を
殺
害
し
、
住

民
が
抗
議
運
動
を
行
っ
た
。

２
８
日
付
伯
字
紙
が
報
じ
て

い
る
。

　

亡
く
な
っ
た
の
は
レ
ア
ン

ド
ロ
・
デ
・
ソ
ウ
ザ
・
サ
ン

ト
ス
さ
ん
（
１
８
）
だ
。
Ｒ

Ｏ
Ｔ
Ａ
は
同
日
、
麻
薬
密
売

や
、
自
動
車
や
携
帯
電
話
の

強
盗
の
取
り
締
ま
り
を
行
っ

て
い
た
が
、
レ
ア
ン
ド
ロ
さ

ん
は
軍
警
を
見
る
や
走
っ
て

逃
げ
、
隣
家
に
駆
け
込
ん
で

身
を
隠
そ
う
と
し
た
。
後
を

追
っ
た
軍
警
は
、
台
所
で
銃

の
撃
ち
合
い
と
な
り
、
レ
ア

ン
ド
ロ
さ
ん
が
被
弾
し
た
。

軍
警
は
レ
ア
ン
ド
ロ
さ
ん
を

病
院
に
連
れ
て
行
っ
た
が
、

手
遅
れ
だ
っ
た
と
い
う
。

　

だ
が
、
近
隣
の
住
人
た
ち

は
レ
ア
ン
ド
ロ
さ
ん
は
武
器

を
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
と

し
て
無
抵
抗
を
主
張
。
現
場

に
は
金
槌
も
残
っ
て
い
た
。

　

モ
イ
ー
ニ
ョ
の
住
人
た
ち

は
レ
ア
ン
ド
ロ
さ
ん
殺
害
に

抗
議
し
て
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
タ

ソ
ン
を
行
っ
た
。
軍
警
は
こ

れ
を
静
め
よ
う
と
し
て
ゴ
ム

弾
な
ど
を
用
い
た
が
、
こ
れ

が
住
民
の
怒
り
を
増
幅
さ
せ

て
抗
議
が
拡
大
。
こ
の
影
響

で
、
フ
ァ
ヴ
ェ
ー
ラ
に
沿
っ

て
走
る
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｍ
８
号
線
の

一
部
が
１
５
時
過
ぎ
ま
で
運

行
停
止
と
な
っ
た
。

　

労
務
省
が
管
理
す
る
社

会
情
報
の
年
次
報
告
（
Ｒ

ａ
ｉ
ｓ
）
に
よ
る
と
、
５
０

〜
６
４
歳
の
正
規
雇
用

者
は
１
０
〜
１
５
年
に
約

３
０
％
、
６
５
歳
以
上
の

場
合
も
６
０
％
弱
増
え
た
と

２
８
日
付
Ｇ
１
サ
イ
ト
が
報

じ
た
。

　

１
０
年
の
５
０
〜
６
４
歳

の
正
規
雇
用
者
は
５
８
９
万

９
１
５
７
人
だ
っ
た
が
、

１
５
年
は
７
６
６
万
４
８
２

人
に
と
２
９
・
９
％
増
え
た
。

ま
た
、
６
５
歳
以
上
の
正
規

雇
用
者
は
、
３
６
万
１
３
８

７
人
か
ら
５
７
万
４
１
０
２

人
に
と
、
５
８
・
９
％
の
増

加
を
記
録
し
た
。

　

１
５
年
の
場
合
、
５
０

歳
以
上
の
正
規
雇
用
者
が

最
も
多
か
っ
た
部
門
は
サ
ー

ビ
ス
業
で
、
５
０
〜
６
４

歳
の
人
は
約
２
６
０
万

人
、
６
５
歳
以
上
の
場
合
は

２
０
万
４
８
１
人
が
サ
ー
ビ

ス
業
に
従
事
し
て
い
た
。

　

サ
ー
ビ
ス
業
に
次
い
で

多
か
っ
た
の
は
公
務
員
で
、

５
０
〜
６
４
歳
の
人
は

２
５
０
万
人
、
６
５
歳
以

上
の
人
は
２
０
万
９
８
５
１

人
い
た
。
３
番
目
に
多

か
っ
た
の
は
製
造
・
加
工

業
で
、
５
０
〜
６
４
歳
が

９
２
万
３
千
人
、
６
５
歳
以

上
が
５
万
５
０
０
人
い
た
。

商
業
で
は
、
５
０
〜
６
４
歳

が
８
６
万
４
千
人
、
６
５
歳

以
上
が
５
万
２
千
人
働
い
て

い
た
。

　

だ
が
、
１
０
〜
１
５
年
は

順
調
に
増
え
た
５
０
歳
以
上

の
正
規
雇
用
者
も
、
最
近
の

１
２
カ
月
間
は
解
雇
者
が
急

増
し
た
と
い
う
。

　

労
務
省
が
管
理
す
る
全
就

労
・
失
業
者
台
帳
（
Ｃ
ａ

ｇ
ｅ
ｄ
）
に
よ
る
と
、
最
近

の
１
２
カ
月
間
で
は
、
５
０

〜
６
４
歳
は
２
０
０
万
人

以
上
、
６
５
歳
以
上
で
も

９
万
９
２
０
０
人
が
職
を

失
っ
た
。
同
期
間
中
の
５
０

歳
以
上
の
新
規
採
用
者
は

９
３
万
１
４
１
３
人
だ
っ

た
。

　

こ
の
年
齢
の
労
働
者
は
、

一
度
は
年
金
生
活
に
入
っ
た

が
、
職
場
復
帰
し
た
例
も
多

い
。
年
金
受
給
者
が
職
場
復

帰
し
た
場
合
、
休
暇
や
１
３

カ
月
給
（
ボ
ー
ナ
ス
）、
扶

養
手
当
は
通
常
通
り
保
障
さ

れ
る
が
、
事
故
や
病
気
で
欠

勤
し
た
場
合
の
社
会
保
障
費

は
受
け
取
れ
な
く
な
る
。

　

伯
国
で
は
、
１
１
年
か
ら

景
気
減
速
が
言
わ
れ
始
め
、

１
５
年
第
１
、
第
２
四
半
期

に
は
、
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ

Ｐ
）
が
前
期
比
で
２
期
連
続

し
て
縮
小
し
、
リ
セ
ッ
シ
ョ
ン

（
景
気
後
退
）
が
始
ま
っ
た
。

伯
国
メ
デ
ィ
ア
は
景
気
後
退

入
り
前
も
、
知
識
や
経
験
が

豊
富
で
新
た
に
教
育
す
る
必

要
が
余
り
な
く
、
生
産
効
率

が
高
い
事
や
、
解
雇
時
の
経

費
が
払
え
な
い
な
ど
の
理
由

で
高
齢
者
の
雇
用
が
増
え
て

い
る
と
報
じ
て
い
た
。

　

連
邦
警
察
は
２
７
日
午
後

１
０
時
よ
り
、
移
民
管
理
部

門
と
旅
行
関
連
文
書
発
行
部

門
へ
の
予
算
不
足
の
た
め
、

新
規
パ
ス
ポ
ー
ト
の
発
行

を
無
期
限
で
延
期
し
た
と
、

２
８
日
付
伯
字
各
紙
・
サ
イ

ト
が
報
じ
た
。

　

各
学
校
が
冬
休
み
に
入

り
、
パ
ス
ポ
ー
ト
発
行
申
請

が
増
え
る
７
月
直
前
の
決
定

に
、
影
響
の
大
き
さ
が
心
配

さ
れ
る
が
、
２
７
日
ま
で
に

手
続
き
を
済
ま
せ
た
人
に
は

予
定
通
り
発
行
さ
れ
る
。
ま

た
、
健
康
上
の
理
由
、
業
務

や
自
然
災
害
関
連
の
理
由
で

パ
ス
ポ
ー
ト
が
緊
急
に
必
要

な
場
合
も
発
行
さ
れ
る
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
パ
ス

ポ
ー
ト
発
行
手
続
き
は
受
け

付
け
て
い
る
が
、
予
算
不
足

問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
う
ち

は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
発
行
の

目
処
は
た
た
ず
、
申
請
者
は

受
け
取
り
が
い
つ
に
な
る
か

分
か
ら
な
い
こ
と
を
了
承
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

通
常
、
パ
ス
ポ
ー
ト
は
申

請
か
ら
６
営
業
日
（
週
末
や

祝
日
を
除
い
た
日
）
後
に

発
行
さ
れ
る
。
有
効
期
限
は

１
９
歳
以
上
の
成
人
は
１
０

年
間
で
、
４
歳
か
ら
１
８
歳

ま
で
は
５
年
間
だ
。

　

連
邦
政
府
は
先
週
、
国
家

官
僚
機
構
簡
略
化
審
議
会

（
ブ
ラ
ジ
ル
・
エ
フ
ィ
シ
エ

外国為替市況
中銀サイトより

6月28日午後 4時現在
米ドル相場

売　3.2834  R$
買　3.2829  R$

円相場
売　0.0293  R$
買　0.0293  R$

告発に怒りの釈明会見
　

記
者
会
見
は
、
テ
メ
ル
氏

に
近
い
上
議
、
下
議
、
閣
僚

た
ち
も
自
発
的
に
同
席
す
る

形
で
行
わ
れ
た
。

　

テ
メ
ル
大
統
領
は
自
身
が

司
法
界
の
出
身
で
あ
る
こ
と

に
改
め
て
触
れ
つ
つ
、「
自

分
は
告
発
さ
れ
た
が
、
起
訴

内
容
の
よ
う
な
収
賄
は
行
っ

て
お
ら
ず
、
言
及
さ
れ
た
よ

パ
ス
ポ
ー
ト
発
行
を
無
期
延
期

関
連
部
門
の
予
算
不
足
が
原
因

Ｒ
Ｏ
Ｔ
Ａ
が
１
０
代
若
者
を
殺
害

フ
ァ
ヴ
ェ
ー
ラ
住
民
が
猛
抗
議

歳
以
上
は
５
年
で　

％
も

テメル内
部
投
票
で
ジ
ー
ノ
氏
１
位

（２）２０１７年 第４７８４号 ６月 ２９日 （木曜日）

聖 市

連 警

5065

59

ン
テ
）
を
設
け
た
。
同
審
議

会
の
目
標
の
一
つ
は
、
国
民

の
デ
ー
タ
の
収
集
や
利
用
を

一
本
化
す
る
こ
と
だ
。
政
府

は
官
僚
手
続
き
を
デ
ジ
タ
ル

化
す
る
こ
と
で
、
パ
ス
ポ
ー

ト
の
発
行
を
早
め
ら
れ
る
と

公
約
し
て
い
る
。

　

連
邦
政
府
は
翌
２
８
日

に
、
パ
ス
ポ
ー
ト
発
行

官
庁
で
あ
る
法
務
省
に

１
億
２
０
０
万
レ
ア
ル
規
模

の
追
加
貸
し
付
け
を
認
め
る

法
案
を
、
同
日
中
に
議
会
に

提
出
す
る
と
発
表
し
た
。
同

法
案
は
、
早
け
れ
ば
今
週
中

に
上
下
両
院
合
同
予
算
委
員

会
で
審
議
さ
れ
、
来
週
中
に

本
会
議
で
承
認
さ
れ
る
見
込

み
だ
。
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